
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� オンライン診療に係る費用の医療費控除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：今度診察してもらう病院は、新型コロ

ナウイルスの感染を防止するため、オンライ

ン診療を導入しています。このオンライン診

療に係る費用は、医療費控除の対象になりま

すか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のような取扱いになります。 

【解説】  

医療費控除の対象となる医療費は、①医師

等による診療や治療のために支払った費用、

②治療や療養に必要な医薬品の購入費用など

とされています。 

したがって、オンライン診療に係る費用につ

いては、次のような取扱いになります。 

①オンライン診療料 

オンライン診療料のうち、医師等による診療

や治療のために支払った費用については、医

療費控除の対象となります。 

②オンラインシステム利用料 

医師等による診療や治療を受けるために支払

ったオンラインシステム利用料については、

オンライン診療に直接必要な費用に該当しま

すので、医療費控除の対象となります。 

③処方された医薬品の購入費用 

処方された医薬品の購入費用が、治療や療養

に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、

医療費控除の対象となります。 

④処方された医薬品の配送料 

医薬品の配送料については、治療又は療養に

必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、

医療費控除の対象となりません。 
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